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障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、

設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 に 関 す る 省 令 （ 廃 止 ） 

  平成18 ・ ３ ・ 29 ・ 厚生労働省令  ５ ８ 号    

 

障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第30条第 １ 項第 ２ 号イ 、 第36条第 １ 項 、 第37条第 １ 項 、 第43条及び第46条第 １

項並びに附則第10条第 １ 項 、 第 ４ 項及び第 ５ 項並びに附則第11条第 １ 項及び第 ６ 項の規定に基づき 、 並びに同法を実施するた

め 、 障害者自立支援法に基づ く 指定障害福祉サービスの事業の人員 、 設備及び運営に関する基準等に関する省令を次のよ う に

定める 。  

 

第 １ 章  総  則 

（ 定義 ）  

第 １ 条  この省令において 、 次の各号に掲げる用語の意義は 、 それぞれ当該各号に定める と こ ろによる 。  

一  障害者等  障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 。 以下 「 法 」 と い う 。） 第 ２ 条第 １ 項第 １ 号に規定する障害者等を

い う 。  

二  支給決定障害者等  法第 ５ 条第17項第 ２ 号に規定する支給決定障害者等をい う 。  

三  支給決定  法第19条第 １ 項に規定する支給決定をい う 。  

四  支給量  法第22条第 ４ 項に規定する支給量をい う 。  

五  受給者証  法第22条第 ５ 項に規定する受給者証をい う 。  

六  支給決定の有効期間  法第23条に規定する支給決定の有効期間をい う 。  

七  指定障害福祉サービス事業者  法第29条第 １ 項に規定する指定障害福祉サービス事業者をい う 。  

八  指定障害福祉サービス  法第29条第 １ 項に規定する指定障害福祉サービスをい う 。  

九  利用者負担額  指定障害福祉サービスにつき法第29条第 ３ 項の規定によ り算定された介護給付費又は訓練等給付費の額に

90分の 100 （ 法第31条の規定が適用される場合にあっ ては 、 100 分の 100 を市町村特例割合 （ 障害者自立支援法施行令 （ 平

成18年政令第10号 。 以下 「 令 」 と い う 。） 第17条第 ２ 項に規定する市町村特例割合をい う 。 以下同じ 。） で除し て得た割

合 ） を乗じ て得た額から当該指定障害福祉サービスにつき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除し て得た額を

い う 。  

十  法定代理受領  法第29条第 ５ 項の規定によ り支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払 う べき指定障害福祉

サービスに要し た費用 （ 特定費用 （ 法第29条第 １ 項に規定する特定費用をい う 。 以下同じ 。） を除 く 。） について 、 介護給

付費又は訓練等給付費と し て当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において 、 当該支給決定障害者等に代わり 、 当該

指定障害福祉サービス事業者に支払われる こ と をい う 。  

十一  基準該当障害福祉サービス  法第30条第 １ 項第 ２ 号に規定する基準該当障害福祉サービスをい う 。  

十二  常勤換算方法  事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除する こ と に

よ り 、 当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をい う 。  

 

第 ２ 章  指定障害福祉サービス事業者の指定等 

（ 居宅介護 、 行動援護又は外出介護に係る指定の申請 ）  

第 ２ 条  法第36条第 １ 項の規定に基づき居宅介護 、 行動援護又は外出介護 （ 法附則第 ８ 条第 １ 項第 ５ 号に規定する外出介護をい

う 。 以下同じ 。） に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けよ う とする者は 、 次の各号に掲げる事項を記載し た申請書

又は書類を 、 当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し なければな ら ない 。 ただ し 、 第 ４ 号に掲げる事

項を記載し た申請書又は書類 （ 登記事項証明書を除 く 。） については 、 都道府県知事が 、 イ ン ターネ ッ ト を利用し て当該事項

を閲覧する こ とができ る場合は 、 この限り でない 。  

一  事業所 （ 当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部と し て使用される事務所を有する と きは 、 当該事務所を含

む 。） の名称及び所在地 

二  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 

三  当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

四  申請者の定款 、 寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五  事業所の平面図 

六  事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名 、 経歴及び住所 

七  第38条の運営規程 

八  障害者等又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

九  当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

十  当該申請に係る事業に係る資産の状況 

十一  当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項 

十二  その他指定に関し必要と認める事項 

（ 児童デイサービスに係る指定の申請 ）  

第 ３ 条  法第36条第 １ 項の規定に基づき児童デイサービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けよ う とする者は 、 次

の各号に掲げる事項を記載し た申請書又は書類を 、 当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し なければ

な ら ない 。 ただ し 、 第 ４ 号に掲げる事項を記載し た申請書又は書類 （ 登記事項証明書を除 く 。） については 、 都道府県知事が 、

イ ン ターネ ッ ト を利用し て当該事項を閲覧する こ とができ る場合は 、 この限り でない 。  
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一  事業所の名称及び所在地 

二  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 

三  当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

四  申請者の定款 、 寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五  事業所の平面図及び設備の概要 

六  事業所の管理者の氏名 、 経歴及び住所 

七  第64条の運営規程 

八  障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

九  当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

十  当該申請に係る事業に係る資産の状況 

十一  当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項 

十二  その他指定に関し必要と認める事項 

（ 短期入所に係る指定の申請 ）  

第 ４ 条  法第36条第 １ 項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けよ う とする者は 、 次の各号に

掲げる事項を記載し た申請書又は書類を 、 当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し なければな ら ない 。

ただ し 、 第 ４ 号に掲げる事項を記載し た申請書又は書類 （ 登記事項証明書を除 く 。） については 、 都道府県知事が 、 イ ン ター

ネ ッ ト を利用し て当該事項を閲覧する こ とができ る場合は 、 この限り でない 。  

一  事業所の名称及び所在地 

二  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 

三  当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

四  申請者の定款 、 寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五  事業所の種別 （ 第75条第 １ 項に規定する併設事業所 （ 次号及び第 ７ 号において 「 併設事業所 」 と い う 。） 又は同条第 ２ 項

の規定の適用を受ける施設の別をい う 。）  

六  建物の構造概要及び平面図 （ 当該申請に係る事業を併設事業所において行 う 場合にあっ ては 、 第77条第 ２ 項に規定する併

設本体施設の平面図を含む 。） 並びに設備の概要 

七  当該申請に係る事業を併設事業所において行 う と きは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数 、 第75条第 ２ 項の規

定の適用を受ける施設において行 う と きは当該施設の入所者の定員 

八  事業所の管理者の氏名 、 経歴及び住所 

九  第87条の運営規程 

十  障害者等又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

十一  当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

十二  当該申請に係る事業に係る資産の状況 

十三  第86条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 

十四  当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項 

十五  その他指定に関し必要と認める事項 

（ 障害者デイサービスに係る指定の申請 ）  

第 ５ 条  法第36条第 １ 項の規定に基づき障害者デイサービス （ 法附則第 ８ 条第 １ 項第 ６ 号に規定する障害者デイサービスをい う 。

以下同じ 。） に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けよ う とする者は 、 次の各号に掲げる事項を記載し た申請書又は

書類を 、 当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し なければな ら ない 。 ただ し 、 第 ４ 号に掲げる事項を

記載し た申請書又は書類 （ 登記事項証明書を除 く 。） については 、 都道府県知事が 、 イ ン ターネ ッ ト を利用し て当該事項を閲

覧する こ とができ る場合は 、 この限り でない 。  

一  事業所の名称及び所在地 

二  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 

三  当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

四  申請者の定款 、 寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五  事業所の平面図及び設備の概要 

六  事業所の管理者の氏名 、 経歴及び住所 

七  第99条の運営規程 

八  障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

九  当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

十  当該申請に係る事業に係る資産の状況 

十一  当該申請に係る事業に係る介護給付費の請求に関する事項 

十二  その他指定に関し必要と認める事項 

（ 共同生活援助に係る指定の申請 ）  

第 ６ 条  法第36条第 １ 項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けよ う とする者は 、 次の各

号に掲げる事項を記載し た申請書又は書類を 、 当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出し なければな ら

ない 。 ただ し 、 第 ４ 号に掲げる事項を記載し た申請書又は書類 （ 登記事項証明書を除 く 。） については 、 都道府県知事が 、 イ

ン ターネ ッ ト を利用し て当該事項を閲覧する こ とができ る場合は 、 この限り でない 。  

一  事業所の名称及び所在地 

二  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 

三  当該申請に係る事業の開始の予定年月日 
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四  申請者の定款 、 寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五  建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要 

六  利用者の推定数 

七  事業所の管理者の氏名 、 経歴及び住所 

八  第 117 条の運営規程 

九  障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

十  当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

十一  当該申請に係る事業に係る資産の状況 

十二  第 121 条において準用する第86条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 

十三  第 119 条の知的障害者援護施設等との連携体制及び支援の体制の概要 

十四  当該申請に係る事業に係る訓練等給付費の請求に関する事項 

十五  その他指定に関し必要と認める事項 

（ 準用 ）  

第 ７ 条  第 ２ 条から前条までの規定は 、 法第41条第 １ 項の指定の更新について準用する 。  

（ 指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等 ）  

第 ８ 条  指定障害福祉サービス事業者は 、 次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行 う 指定障害福祉サービスの種類に

応じ 、 当該各号に定める事項に変更があった と きは 、 当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所

の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければな ら ない 。 ただ し 、 第 ２ 条第 ４ 号 、 第 ３ 条第 ４ 号 、 第 ４ 条第 ４ 号 、 第 ５ 条

第 ４ 号及び第 ６ 条第 ４ 号に掲げる事項を記載し た申請書又は書類 （ 登記事項証明書を除 く 。） については 、 都道府県知事が 、

イ ン ターネ ッ ト を利用し て当該事項を閲覧する こ とができ る場合は 、 この限り でない 。  

一  居宅介護 、 行動援護又は外出介護  第 ２ 条第 １ 号 、 第 ２ 号 、 第 ４ 号 （ 当該指定に係る事業に関する ものに限る 。） から第

７ 号まで及び第11号に掲げる事項 

二  児童デイサービス  第 ３ 条第 １ 号 、 第 ２ 号 、 第 ４ 号 （ 当該指定に係る事業に関する ものに限る 。） から第 ７ 号まで及び第

11号に掲げる事項 

三  短期入所  第 ４ 条第 １ 号 、 第 ２ 号 、 第 ４ 号 （ 当該指定に係る事業に関する ものに限る 。） から第 ９ 号まで 、 第13号及び第

14号に掲げる事項 （ 第 ７ 号に掲げる ものについては 、 第75条第 ２ 項の規定の適用を受ける施設において行 う と きに係る もの

に限る 。）  

四  障害者デイサービス  第 ５ 条第 １ 号 、 第 ２ 号 、 第 ４ 号 （ 当該指定に係る事業に関する ものに限る 。） から第 ７ 号まで及び

第11号に掲げる事項 

五  共同生活援助  第 ６ 条第 １ 号 、 第 ２ 号 、 第 ４ 号 （ 当該指定に係る事業に関する ものに限る 。）、第 ５ 号 、 第 ７ 号 、 第 ８ 号及

び第12号から第14号までに掲げる事項 

２  前項の届出であっ て 、 同項第 ２ 号から第 ５ 号までに掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴 う ものは 、 それぞれ

当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載し た書類を添付し て行 う ものとする 。  

３  指定障害福祉サービス事業者は 、 当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し 、 休止し 、 又は再開し た と きは 、 次の各号に掲

げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければな ら ない 。  

一  廃止 、 休止又は再開し た年月日 

二  廃止又は休止し た場合にあっ ては 、 その理由 

三  廃止又は休止し た場合にあっ ては 、 現に指定障害福祉サービスを受けていた者に対する措置 

四  休止し た場合にあっ ては 、 休止の予定期間 

 

第 ３ 章  指定障害福祉サービス事業者の人員 、 設備及び運営に関する基準 

第 １ 節  通  則 

（ 趣旨 ）  

第 ９ 条  指定障害福祉サービスの事業に係る法第43条第 １ 項の基準及び同条第 ２ 項の指定障害福祉サービスの事業の設備及び運

営に関する基準並びにこれらの う ち法第30条第 １ 項第 ２ 号イの基準該当事業所が満たすべき ものについては 、 この省令の定め

る と こ ろによる 。  

（ 指定障害福祉サービス事業者の一般原則 ）  

第10条  指定障害福祉サービス事業者は 、 障害者等又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し て 、 常に当該障害者等又は障害

児の保護者の立場に立ったサービスの提供に努めなければな ら ない 。  

２  指定障害福祉サービス事業者は 、 指定障害福祉サービスの事業を運営するに当た っ ては 、 地域との結び付き を重視し 、 市町

村 （ 特別区を含む 。 以下同じ 。）、他の障害福祉サービス事業を行 う 者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との連携に努めなければな ら ない 。  

３  指定障害福祉サービス事業者は 、 障害者等の人権の擁護 、 虐待の防止等のため 、 責任者を設置する等必要な体制の整備を行

う と と もに 、 その従業者に対し 、 研修を実施する等の措置を講ずるよ う 努めなければな ら ない 。  

 

第 ２ 節  居宅介護 、 行動援護及び外出介護 

第 １ 款  基本方針  

第11条  居宅介護に係る指定障害福祉サービス （ 以下 「 指定居宅介護 」 と い う 。） の事業は 、 障害者等が居宅において自立し た

日常生活又は社会生活を営むこ とができ るよ う 、 当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ て 、 入浴 、

排せつ及び食事等の介護 、 調理 、 洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を

適切かつ効果的に行 う ものでなければな ら ない 。  
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２  行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は 、 障害者等が居宅において自立し た日常生活又は社会生活を営むこ とができ

るよ う 、 当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ て 、 当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を

回避するために必要な援護 、 外出時における移動中の介護 、 排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必

要な援助を適切かつ効果的に行 う ものでなければな ら ない 。  

３  外出介護に係る指定障害福祉サービスの事業は 、 障害者等が居宅において自立し た日常生活又は社会生活を営むこ とができ

るよ う 、 当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ て 、 外出時における移動中の介護を適切かつ効果

的に行 う ものでなければな ら ない 。  

 

第 ２ 款  人員に関する基準 

（ 従業者の員数 ）  

第12条  指定居宅介護の事業を行 う 者 （ 以下 「 指定居宅介護事業者 」 と い う 。） が当該事業を行 う 事業所 （ 以下 「 指定居宅介護

事業所 」 と い う 。） ご と に置 く べき従業者 （ 指定居宅介護の提供に当たる者と し て厚生労働大臣が定める ものをい う 。 以下こ

の款及び第 ４ 款において同じ 。） の員数は 、 常勤換算方法で 、 2.5 以上とする 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護事業所ご と に 、 常勤の従業者であっ て専ら指定居宅介護の職務に従事する ものの う ち

事業の規模に応じ て １ 人以上の者をサービス提供責任者と し なければな ら ない 。  

（ 管理者 ）  

第13条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護事業所ご と に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな ら ない 。 た

だ し 、 指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は 、 当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事し 、 又は同一敷地内にある

他の事業所 、 施設等の職務に従事する こ とができ る ものとする 。  

（ 準用 ）  

第14条  前 ２ 条の規定は 、 行動援護及び外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者について準用する 。  

 

第 ３ 款  設備に関する基準 

（ 設備及び備品等 ）  

第15条  指定居宅介護事業所には 、 事業の運営を行 う ために必要な広さ を有する専用の区画を設けるほか 、 指定居宅介護の提供

に必要な設備及び備品等を備えなければな ら ない 。  

２  前項の規定は 、 行動援護及び外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者について準用する 。  

 

第 ４ 款  運営に関する基準 

（ 内容及び手続の説明 ）  

第16条  指定居宅介護事業者は 、 支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行った と きは 、 障害者等の障害の特性に応

じ た適切な配慮を し つつ 、 社会福祉法 （ 昭和26年法律第45号 ） 第76条の規定による説明を行わなければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行 う 場合は 、 障害者等の障害の特性に応じ た適切な

配慮を し なければな ら ない 。  

（ 契約支給量の報告等 ）  

第17条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護を提供する と きは 、 当該指定居宅介護の内容 、 支給決定障害者等に提供する こ と

を契約し た指定居宅介護の量 （ 以下 「 契約支給量 」 と い う 。） その他の必要な事項 （ 以下この節において 「 受給者証記載事

項 」 と い う 。） を支給決定障害者等の受給者証に記載し なければな ら ない 。  

２  前項の契約支給量の総量は 、 当該支給決定障害者等の支給量を超えてはな ら ない 。  

３  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護の利用に係る契約を し た と きは受給者証記載事項を市町村に対し遅滞な く 報告し なけ

ればな ら ない 。  

４  前 ３ 項の規定は 、 受給者証記載事項に変更があった場合について準用する 。  

（ 提供拒否の禁止 ）  

第18条  指定居宅介護事業者は 、 正当な理由な く 指定居宅介護の提供を拒んではな ら ない 。  

（ あっせん 、 調整及び要請に対する協力 ）  

第19条  指定居宅介護事業者は 、 児童福祉法 （ 昭和22年法律第 164 号 ）、 身体障害者福祉法 （ 昭和24年法律第 283 号 ）、 精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 昭和25年法律第 123 号 ） 又は知的障害者福祉法 （ 昭和35年法律第37号 ） の規定によ り指

定居宅介護の利用について市町村が行 う あっせん 、 調整及び要請 （ 以下この条において 「 あっせん等 」 と い う 。） 並びにこれ

らの法律の規定によ り当該あっせん等について都道府県が行 う 市町村相互間の連絡調整等に対し 、 でき る限り協力し なければ

な ら ない 。  

（ サービス提供困難時の対応 ）  

第20条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域 （ 当該事業所が通常時にサービスを提供する地域

をい う 。 以下同じ 。） 等を勘案し 、 利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供する こ とが困難である と認めた場合は 、

適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じ なければな ら ない 。  

（ 受給資格の確認 ）  

第21条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護の提供を求められた場合は 、 その者の提示する受給者証によ っ て 、 支給決定の有

無 、 支給決定の有効期間 、 支給量等を確かめる ものとする 。  

 

（ 介護給付費の支給の申請に係る援助 ）  

第22条  指定居宅介護事業者は 、 居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は 、 その者の意向を

踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよ う 必要な援助を行わなければな ら ない 。  
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２  指定居宅介護事業者は 、 居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し 、 支給決定の有効期間の終了に伴 う

介護給付費の支給申請について 、 必要な援助を行わなければな ら ない 。  

（ 心身の状況等の把握 ）  

第23条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護の提供に当た っ ては 、 障害者等の心身の状況 、 その置かれている環境 、 他の保健

医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければな ら ない 。  

（ 指定障害福祉サービス事業者等との連携 ）  

第24条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護を提供するに当た っ ては 、 他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護の提供の終了に際し ては 、 障害者等又はその家族に対し て適切な指導を行 う と と もに 、

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな ら ない 。  

（ 身分を証する書類の携行 ）  

第25条  指定居宅介護事業者は 、 従業者に身分を証する書類を携行させ 、 初回訪問時及び支給決定障害者等から求められた と き

は 、 これを提示すべき旨を指導し なければな ら ない 。  

（ サービスの提供の記録 ）  

第26条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護を提供し た際は 、 当該指定居宅介護の提供日 、 内容その他必要な事項を 、 指定居

宅介護の提供の都度記録し なければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 前項の規定による記録に際し ては 、 支給決定障害者等から指定居宅介護を提供し た こ と について確

認を受けなければな ら ない 。  

（ 指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求める こ とのでき る金銭の支払の範囲等 ）  

第27条  指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対し て金銭の支払を求める こ とができ るのは 、 当該

金銭の使途が直接障害者等の便益を向上させる ものであっ て 、 当該支給決定障害者等に支払を求める こ とが適当である ものに

限る ものとする 。  

２  前項の規定によ り金銭の支払を求める際は 、 当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由につ

いて書面によ っ て明らかにする と と もに 、 支給決定障害者等の同意を得なければな ら ない 。 ただ し 、 次条第 １ 項から第 ３ 項ま

でに掲げる支払については 、 この限り ではない 。  

（ 利用者負担額等の受領 ）  

第28条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護を提供し た際は 、 支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の

支払を受ける ものとする 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供し た際は 、 支給決定障害者等から法第29条第 ３ 項の規

定によ り算定された介護給付費又は法第30条第 ２ 項の規定によ り算定された特例介護給付費の額に90分の 100 （ 法第31条の規

定が適用される場合にあっ ては 、 100 分の 100 を市町村特例割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額の支払を受ける ものとす

る 。  

３  指定居宅介護事業者は 、 前 ２ 項の支払を受ける額のほか 、 支給決定障害者等の選定によ り通常の事業の実施地域以外の地域

において指定居宅介護を行 う 場合は 、 それに要し た交通費の額の支払を支給決定障害者等から受ける こ とができ る 。  

４  指定居宅介護事業者は 、 前 ３ 項の費用の支払を受けた場合は 、 当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決定障害者

等に対し交付し なければな ら ない 。  

５  指定居宅介護事業者は 、 第 ３ 項の費用の額に係るサービスの提供に当た っ ては 、 あらかじめ 、 支給決定障害者等に対し 、 当

該サービスの内容及び費用について説明を行い 、 支給決定障害者等の同意を得なければな ら ない 。  

（ 利用者負担額等に係る管理 ）  

第29条  指定居宅介護事業者は 、 支給決定障害者等の依頼を受けて 、 当該支給決定障害者等が同一の月に指定障害福祉サービス 、

身体障害者福祉法による指定施設支援 （ 同法第17条の10第 １ 項に規定する指定施設支援をい う 。 以下同じ 。） 又は知的障害者

福祉法による指定施設支援 （ 同法第15条の11第 １ 項に規定する指定施設支援をい う 。 以下同じ 。） を受けた と きは 、 当該支給

決定障害者等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要し た費用 （ 特定費用を除 く 。） の額から法第29条第 ３ 項の規

定によ り算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除し た額 、 身体障害者福祉法による指定施設支援に係る同法第17条

の10第 ２ 項第 ２ 号に掲げる額 （ 同法第17条の13の ２ の規定の適用がある場合にあっ ては 、 同法第17条の10第 ２ 項第 ２ 号に掲げ

る額を下回る範囲内において市町村長が定めた額 ） 及び知的障害者福祉法によ る指定施設支援に係る同法第15条の11第 ２ 項第

２ 号に掲げる額 （ 同法第15条の14の ２ の規定の適用がある場合にあっ ては 、 同法第15条の11第 ２ 項第 ２ 号に掲げる額を下回る

範囲内において市町村長が定めた額 ） の合計額 （ 以下 「 利用者負担額等合計額 」 と い う 。） を算定し なければな ら ない 。 この

場合において 、 利用者負担額等合計額が負担上限月額 （ 令第17条第 １ 項に規定する負担上限月額をい う 。 以下同じ 。） 又は高

額障害福祉サービス費算定基準額 （ 令第21条第 １ 項に規定する高額障害福祉サービス費算定基準額をい う 。 以下同じ 。） を超

える と きは 、 指定居宅介護事業者は 、 当該指定障害福祉サービス 、 身体障害者福祉法による指定施設支援及び知的障害者福祉

法による指定施設支援の状況を確認の上 、 利用者負担額等合計額を市町村に報告する と と もに 、 支給決定障害者等に通知し な

ければな ら ない 。  

（ 介護給付費の額に係る通知等 ）  

第30条  指定居宅介護事業者は 、 法定代理受領によ り市町村から指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は 、 支給決

定障害者等に対し 、 当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知し なければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 第28条第 ２ 項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は 、 その提供

し た指定居宅介護の内容 、 費用の額その他必要と認められる事項を記載し たサービス提供証明書を支給決定障害者等に対し て

交付し なければな ら ない 。  
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（ 指定居宅介護の基本取扱方針 ）  

第31条  指定居宅介護は 、 障害者等が居宅において自立し た日常生活又は社会生活を営むこ とができ るよ う 、 当該障害者等の身

体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 その提供する指定居宅介護の質の評価を行い 、 常にその改善を図ら なければな ら ない 。  

（ 指定居宅介護の具体的取扱方針 ）  

第32条  指定居宅介護事業所の従業者が行 う 指定居宅介護の方針は 、 次の各号に掲げる と こ ろによる ものとする 。  

一  指定居宅介護の提供に当た っ ては 、 次条第 １ 項に規定する居宅介護計画に基づき 、 障害者等が日常生活を営むのに必要な

援助を行 う 。  

二  指定居宅介護の提供に当た っ ては 、 懇切丁寧に行 う こ と を旨と し 、 障害者等又はその家族に対し 、 サービスの提供方法等

について 、 理解しやすいよ う に説明を行 う 。  

三  指定居宅介護の提供に当た っ ては 、 介護技術の進歩に対応し 、 適切な介護技術を も っ てサービスの提供を行 う 。  

四  常に障害者等の心身の状況 、 その置かれている環境等の的確な把握に努め 、 障害者等又はその家族に対し 、 適切な相談及

び助言を行 う 。  

（ 居宅介護計画の作成 ）  

第33条  サービス提供責任者 （ 第12条第 ２ 項に規定するサービス提供責任者をい う 。 以下同じ 。） は 、 障害者等又は障害児の保

護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて 、 具体的なサービスの内容等を記載し た居宅介護計画を作成し なければな ら

ない 。  

２  サービス提供責任者は 、 前項の居宅介護計画を作成し た際は 、 障害者等及びその同居の家族にその内容を説明する と と もに 、

当該居宅介護計画を交付し なければな ら ない 。  

３  サービス提供責任者は 、 居宅介護計画作成後において も 、 当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い 、 必要に応じ て当該居

宅介護計画の変更を行 う ものとする 。  

４  第 １ 項及び第 ２ 項の規定は 、 前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する 。  

（ 同居家族に対するサービス提供の禁止 ）  

第34条  指定居宅介護事業者は 、 従業者に 、 その同居の家族である障害者等に対する居宅介護の提供を させてはな ら ない 。  

（ 支給決定障害者等に関する市町村への通知 ）  

第35条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽り その他不正な行為によ っ て介護給付費の支

給を受け 、 又は受けよ う と し た と きは 、 遅滞な く 、 意見を付し てその旨を市町村に通知し なければな ら ない 。  

（ 緊急時等の対応 ）  

第36条  従業者は 、 現に指定居宅介護の提供を行っ ている と きに障害者等に病状の急変が生じ た場合その他必要な場合は 、 速や

かに医療機関への連絡を行 う 等の必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

（ 管理者及びサービス提供責任者の責務 ）  

第37条  指定居宅介護事業所の管理者は 、 従業者及び業務の管理を一元的に行わなければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業所の管理者は 、 従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行 う ものとする 。  

３  サービス提供責任者は 、 第33条に規定する業務のほか 、 指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調

整 、 従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行 う ものとする 。  

（ 運営規程 ）  

第38条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護事業所ご と に 、 次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規

程 （ 第42条において 「 運営規程 」 と い う 。） を定めておかなければな ら ない 。  

一  事業の目的及び運営の方針 

二  従業者の職種 、 員数及び職務の内容 

三  営業日及び営業時間 

四  指定居宅介護の内容及び支給決定障害者等から受領する費用の額 

五  通常の事業の実施地域 

六  緊急時等における対応方法 

七  事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

八  虐待の防止のための措置に関する事項 

九  その他運営に関する重要事項 

（ 介護等の総合的な提供 ）  

第39条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護の提供に当た っ ては 、 入浴 、 排せつ 、 食事等の介護又は調理 、 洗濯 、 掃除等の家

事を常に総合的に提供する ものと し 、 特定の援助に偏る こ とがあっ てはな ら ない 。  

（ 勤務体制の確保等 ）  

第40条  指定居宅介護事業者は 、 障害者等に対し適切な指定居宅介護を提供でき るよ う 、 指定居宅介護事業所ご と に 、 従業者の

勤務の体制を定めておかなければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護事業所ご と に 、 当該指定居宅介護事業所の従業者によ っ て指定居宅介護を提供し なけ

ればな ら ない 。  

３  指定居宅介護事業者は 、 従業者の資質の向上のために 、 その研修の機会を確保し なければな ら ない 。  

 

（ 衛生管理等 ）  

第41条  指定居宅介護事業者は 、 従業者の清潔の保持及び健康状態について 、 必要な管理を行わなければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護事業所の設備及び備品等について 、 衛生的な管理に努めなければな ら ない 。  
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（ 掲示 ）  

第42条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護事業所の見やすい場所に 、 運営規程の概要 、 従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資する と認められる重要事項を掲示し なければな ら ない 。  

（ 秘密保持等 ）  

第43条  指定居宅介護事業所の従業者は 、 正当な理由がな く 、 その業務上知り得た障害者等又はその家族の秘密を漏ら し てはな

ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 従業者であった者が 、 正当な理由がな く 、 その業務上知り得た障害者等又はその家族の秘密を漏ら

すこ とがないよ う 、 必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

３  指定居宅介護事業者は 、 他の指定居宅介護事業者等に対し て 、 障害者等に関する情報を提供する際は 、 あらかじめ文書によ

り支給決定障害者等の同意を得ておかなければな ら ない 。  

（ 情報の提供等 ）  

第44条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護を利用し よ う とする者が 、 適切かつ円滑に利用する こ とができ るよ う に 、 当該指

定居宅介護事業者に関する情報の提供を行 う よ う 努めなければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は 、 その内容が虚偽又は誇大な ものであっ てはな

ら ない 。  

（ 苦情解決 ）  

第45条  指定居宅介護事業者は 、 その提供し た指定居宅介護に関する障害者等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応す

るために 、 苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 その提供し た指定居宅介護に関し 、 法第10条第 １ 項の規定によ り市町村が行 う 報告若し く は文書そ

の他の物件の提出若し く は提示の命令又は当該職員からの質問若し く は指定居宅介護事業所の設備若し く は帳簿書類その他の

物件の検査に応じ 、 及び障害者等又はその家族からの苦情に関し て市町村が行 う 調査に協力する と と もに 、 市町村から指導又

は助言を受けた場合は 、 当該指導又は助言に従っ て必要な改善を行わなければな ら ない 。  

３  指定居宅介護事業者は 、 その提供し た指定居宅介護に関し 、 法第48条第 １ 項の規定によ り都道府県知事又は市町村長が行 う

報告若し く は帳簿書類その他の物件の提出若し く は提示の命令又は当該職員からの質問若し く は指定居宅介護事業所の設備若

し く は帳簿書類その他の物件の検査に応じ 、 及び障害者等又はその家族からの苦情に関し て都道府県知事又は市町村長が行 う

調査に協力する と と もに 、 都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は 、 当該指導又は助言に従っ て必要な改

善を行わなければな ら ない 。  

４  指定居宅介護事業者は 、 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定によ り行 う 調査又はあっせんに

でき る限り協力し なければな ら ない 。  

（ 事故発生時の対応 ）  

第46条  指定居宅介護事業者は 、 障害者等に対する指定居宅介護の提供によ り事故が発生し た場合は 、 市町村 、 当該障害者等の

家族等に連絡を行 う と と もに 、 必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 障害者等に対する指定居宅介護の提供によ り賠償すべき事故が発生し た場合は 、 損害賠償を速やか

に行わなければな ら ない 。  

（ 会計の区分 ）  

第47条  指定居宅介護事業者は 、 指定居宅介護事業所ご と に経理を区分する と と もに 、 指定居宅介護の事業の会計と その他の事

業の会計を区分し なければな ら ない 。  

（ 記録の整備 ）  

第48条  指定居宅介護事業者は 、 従業者 、 設備 、 備品及び会計に関する諸記録を整備し ておかなければな ら ない 。  

２  指定居宅介護事業者は 、 障害者等に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し 、 当該指定居宅介護を提供し た日か

ら ５ 年間保存し なければな ら ない 。  

（ 準用 ）  

第49条  第16条から第38条まで及び第40条から前条までの規定は 、 行動援護及び外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者に

ついて準用する 。  

 

第 ５ 款  基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（ 従業者の員数 ）  

第50条  居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス （ 以下 「 基準該当居宅介護 」 と い う 。） の事業を行 う 者 （ 以下 「 基準該当居

宅介護事業者 」 と い う 。） が 、 当該事業を行 う 事業所 （ 以下 「 基準該当居宅介護事業所 」 と い う 。） ご と に置 く べき従業者

（ 基準該当居宅介護の提供に当たる者と し て厚生労働大臣が定める ものをい う 。 以下この款において同じ 。） の員数は 、 ３ 人

以上とする 。  

２  離島その他の地域であっ て厚生労働大臣が定める基準に該当する ものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介

護事業者にあっ ては 、 前項の規定にかかわらず 、 基準該当居宅介護事業所ご と に置 く べき従業者の員数は 、 １ 人以上とする 。  

３  基準該当居宅介護事業者は 、 基準該当居宅介護事業所ご と に 、 従業者の う ち １ 人以上の者をサービス提供責任者と し なけれ

ばな ら ない 。  

（ 管理者 ）  

第51条  基準該当居宅介護事業者は 、 基準該当居宅介護事業所ご と に専らその職務に従事する管理者を置かなければな ら ない 。

ただ し 、 基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は 、 当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事し 、 又は同一敷

地内にある他の事業所 、 施設等の職務に従事する こ とができ る ものとする 。  
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（ 設備及び備品等 ）  

第52条  基準該当居宅介護事業所には 、 事業の運営を行 う ために必要な広さの区画を設けるほか 、 基準該当居宅介護の提供に必

要な設備及び備品等を備えなければな ら ない 。  

（ 同居家族に対するサービス提供の制限 ）  

第53条  基準該当居宅介護事業者は 、 従業者に 、 その同居の家族である障害者等に対する居宅介護の提供を させてはな ら ない 。

ただ し 、 同居の家族である障害者等に対する居宅介護が次のいずれにも該当する場合には 、 この限り でない 。  

一  当該居宅介護に係る支給決定障害者等が 、 離島 、 山間のへき地その他の地域であっ て 、 指定居宅介護のみによ っ ては必要

な居宅介護の見込量を確保する こ とが困難である と市町村が認める ものに住所を有する場合 

二  当該居宅介護がサービス提供責任者の行 う 具体的な指示に基づいて提供される場合 

三  当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が 、 当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計の

おおむね ２ 分の １ を超えない場合 

２  基準該当居宅介護事業者は 、 前項ただ し書の規定に基づき 、 従業者にその同居の家族である障害者等に対する基準該当居宅

介護の提供を させる場合において 、 当該支給決定障害者等の意向や当該障害者等に係る次条において準用する第33条の居宅介

護計画の実施状況等からみて 、 当該基準該当居宅介護が適切に提供されていない と認める と きは 、 当該従業者に対し適切な指

導を行 う 等の必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

（ 運営に関する基準 ）  

第54条  第 １ 款及び前款 （ 第28条第 １ 項 、 第29条 、 第30条第 １ 項 、 第34条 、 第39条及び第49条を除 く 。） の規定は 、 基準該当居

宅介護の事業について準用する 。 この場合において 、 第33条第 １ 項中 「 第12条第 ２ 項 」 と あるのは 、 「 第50条第 ３ 項 」 と読み

替える ものとする 。  

２  第 １ 款及び前款 （ 第28条第 １ 項 、 第29条 、 第30条第 １ 項 、 第34条 、 第39条及び第49条を除 く 。） 並びに第50条から前条まで

の規定は 、 行動援護及び外出介護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する 。 この場合において 、 第33条第 １

項中 「 第12条第 ２ 項 」 と あるのは 、 「 第54条第 ２ 項において準用する第50条第 ３ 項 」 と読み替える ものとする 。  

 

第 ３ 節  児童デイサービス 

第 １ 款  基本方針  

第55条  児童デイサービスに係る指定障害福祉サービス （ 以下 「 指定児童デイサービス 」 と い う 。） の事業は 、 障害児が日常生

活における基本的動作を習得し 、 及び集団生活に適応する こ とができ るよ う 、 当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置

かれている環境に応じ て適切かつ効果的な指導及び訓練を行 う ものでなければな ら ない 。  

 

第 ２ 款  人員に関する基準 

（ 指導員及び保育士の員数 ）  

第56条  指定児童デイサービスの事業を行 う 者 （ 以下 「 指定児童デイサービス事業者 」 と い う 。） が当該事業を行 う 事業所 （ 以

下 「 指定児童デイサービス事業所 」 と い う 。） ご と に置 く べき指導員及び保育士の総数は 、 指定児童デイサービスの単位ご と

にその提供を行 う 時間帯を通じ て専ら当該児童デイサービスの提供に当たる指導員及び保育士の合計数が 、 次のと お り確保さ

れるために必要と認められる数とする 。  

一  障害児の数が15人までは 、 二以上 

二  障害児の数が15人を超える と きは 、 二に 、 障害児の数が15を超えて ５ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数以上 

２  前項の指定児童デイサービスの単位は 、 指定児童デイサービスであっ てその提供が同時に １ 又は複数の障害児に対し て一体

的に行われる ものをい う ものとする 。  

３  第 １ 項の指導員又は保育士の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  

（ 管理者 ）  

第57条  指定児童デイサービス事業者は 、 指定児童デイサービス事業所ご と に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなけ

ればな ら ない 。 ただ し 、 指定児童デイサービス事業所の管理上支障がない場合は 、 当該指定児童デイサービス事業所の他の職

務に従事し 、 又は同一敷地内にある他の事業所 、 施設等の職務に従事する こ とができ る ものと する 。  

 

第 ３ 款  設備に関する基準 

（ 設備及び備品等 ）  

第58条  指定児童デイサービス事業所は 、 日常生活訓練室兼社会適応訓練室を有するほか 、 指定児童デイサービスの提供に必要

なその他の設備及び備品等を備えなければな ら ない 。  

２  前項に掲げる日常生活訓練室兼社会適応訓練室は 、 訓練に必要な機械器具等を備えなければな ら ない 。  

３  第 １ 項に掲げる設備は 、 専ら当該指定児童デイサービスの事業の用に供する ものでなければな ら ない 。 ただ し 、 障害児に対

する指定児童デイサービスの提供に支障がない場合は 、 この限り でない 。  

 

第 ４ 款  運営に関する基準 

（ 利用者負担額等の受領 ）  

第59条  指定児童デイサービス事業者は 、 指定児童デイサービスを提供し た際は 、 支給決定保護者 （ 法第19条第 １ 項に規定する

支給決定を受けた障害児の保護者をい う 。 以下同じ 。） から当該指定児童デイサービスに係る利用者負担額の支払を受ける も

のとする 。  

２  指定児童デイサービス事業者は 、 法定代理受領を行わない指定児童デイサービスを提供し た際は 、 支給決定保護者から法第

29条第 ３ 項の規定によ り算定された介護給付費又は法第30条第 ２ 項の規定によ り算定された特例介護給付費の額に90分の 100

（ 法第31条の規定が適用される場合にあっ ては 、 100 分の 100 を市町村特例割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額の支払を

受ける ものとする 。  
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３  指定児童デイサービス事業者は前 ２ 項の支払を受ける額のほか 、 児童デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用の

う ち 、 日常生活において も通常必要と なる ものに係る費用であっ て 、 その支給決定保護者に負担させる こ とが適当と認められ

る ものの支払を支給決定保護者から受ける こ とができ る 。  

４  指定児童デイサービス事業者は 、 前 ３ 項の費用の支払を受けた場合は 、 当該費用に係る領収証を当該費用を支払った支給決

定保護者に対し交付し なければな ら ない 。  

５  指定児童デイサービス事業者は 、 第 ３ 項の費用の額に係るサービスの提供に当た っ ては 、 あらかじめ 、 支給決定保護者に対

し 、 当該サービスの内容及び費用について説明を行い 、 支給決定保護者の同意を得なければな ら ない 。  

（ 指定児童デイサービスの基本取扱方針 ）  

第60条  指定児童デイサービス事業所の従業者が行 う 指定児童デイサービスは 、 障害児が日常生活における基本的動作を習得し 、

及び集団生活に適応する こ とができ るよ う 、 適切に行わなければな ら ない 。  

２  指定児童デイサービス事業者は 、 その提供する指定児童デイサービスの質の評価を行い 、 常にその改善を図ら なければな ら

ない 。  

（ 指定児童デイサービスの具体的取扱方針 ）  

第61条  指定児童デイサービスの方針は 、 次の各号に掲げる と こ ろによる ものとする 。  

一  指定児童デイサービスの提供に当た っ ては 、 次条第 １ 項に規定する児童デイサービス計画に基づき 、 障害児の日常生活に

おける基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を 、 当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に

応じ て適切に行 う 。  

二  従業者は 、 指定児童デイサービスの提供に当た っ ては 、 懇切丁寧に行 う こ と を旨と し 、 障害児又はその介護を行 う 者に対

し 、 サービスの提供方法等について 、 理解しやすいよ う に説明を行 う 。  

三  指定児童デイサービスの提供に当た っ ては 、 指導技術の進歩に対応し 、 適切な指導技術を も っ てサービスの提供を行 う 。  

四  常に障害児の心身の状況を的確に把握する と と もに 、 必要に応じ 、 当該障害児の心身の特性に応じ た指定児童デイサービ

スの提供ができ る体制を整える 。  

（ 児童デイサービス計画の作成 ）  

第62条  指定児童デイサービス事業所の管理者は 、 障害児の心身の状況 、 希望及びその置かれている環境を踏まえて 、 日常生活

における基本的動作の習得等の目標 、 当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し た児童デイサービス計画

を作成し なければな ら ない 。  

２  指定児童デイサービス事業所の管理者は 、 それぞれの障害児に応じ た児童デイサービス計画を作成し 、 障害児及びその同居

の家族に対し 、 その内容等について説明し なければな ら ない 。  

３  従業者は 、 それぞれの障害児について 、 児童デイサービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行

う ものとする 。  

（ 管理者の責務 ）  

第63条  指定児童デイサービス事業所の管理者は 、 従業者の管理 、 指定児童デイサービスの利用の申込みに係る調整 、 業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければな ら ない 。  

２  指定児童デイサービス事業所の管理者は 、 従業者にこの節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行 う ものとする 。  

（ 運営規程 ）  

第64条  指定児童デイサービス事業者は 、 指定児童デイサービス事業所ご と に 、 次の各号に掲げる事業の運営についての重要事

項に関する運営規程を定めておかなければな ら ない 。  

一  事業の目的及び運営の方針 

二  従業者の職種 、 員数及び職務の内容 

三  営業日及び営業時間 

四  指定児童デイサービスの利用定員 

五  指定児童デイサービスの内容及び支給決定保護者から受領する費用の額 

六  通常の事業の実施地域 

七  サービス利用に当た っ ての留意事項 

八  緊急時等における対応方法 

九  非常災害対策 

十  虐待の防止のための措置に関する事項 

十一  その他運営に関する重要事項 

（ 勤務体制の確保等 ）  

第65条  指定児童デイサービス事業者は 、 障害児に対し適切な指定児童デイサービスを提供でき るよ う 、 指定児童デイサービス

事業所ご と に従業者の勤務の体制を定めておかなければな ら ない 。  

２  指定児童デイサービス事業者は 、 指定児童デイサービス事業所ご と に 、 当該指定児童デイサービス事業所の従業者によ っ て

指定児童デイサービスを提供し なければな ら ない 。 ただ し 、 障害児の支援に直接影響を及ぼさ ない業務については 、 この限り

でない 。  

３  指定児童デイサービス事業者は 、 指定児童デイサービス従業者の資質の向上のために 、 その研修の機会を確保し なければな

ら ない 。  

（ 定員の遵守 ）  

第66条  指定児童デイサービス事業者は 、 利用定員 （ 指定児童デイサービス事業所において同時に指定児童デイサービスの提供

を受ける こ とができ る障害児の数の上限をい う 。） を超えて指定児童デイサービスの提供を行っ てはな ら ない 。 ただ し 、 災害

その他のやむを得ない事情がある場合は 、 この限り でない 。  
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（ 非常災害対策 ）  

第67条  指定児童デイサービス事業者は 、 非常災害に関する具体的計画を立て 、 非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を

整備し 、 それら を定期的に従業者に周知する と と もに 、 定期的に避難 、 救出その他必要な訓練を行わなければな ら ない 。  

（ 衛生管理等 ）  

第68条  指定児童デイサービス事業者は 、 障害児の使用する施設 、 食器その他の設備及び飲用に供する水について 、 衛生的な管

理に努め 、 又は衛生上必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

２  指定児童デイサービス事業者は 、 指定児童デイサービス事業所において感染症が発生し 、 又はまん延し ないよ う に必要な措

置を講ずるよ う 努めなければな ら ない 。  

（ 準用 ）  

第69条  第16条から第24条まで 、 第26条 、 第27条 、 第29条 、 第30条 、 第35条 、 第36条及び第42条から第48条までの規定は 、 指定

児童デイサービスの事業について準用する 。  

 

第 ５ 款  基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（ 指導員及び保育士の員数 ）  

第70条  児童デイサービスに係る基準該当障害福祉サービス （ 以下 「 基準該当児童デイサービス 」 と い う 。） の事業を行 う 者

（ 以下 「 基準該当児童デイサービス事業者 」 と い う 。） が当該事業を行 う 事業所 （ 以下 「 基準該当児童デイサービス事業所 」

と い う 。） ご と に置 く べき指導員及び保育士の総数は 、 基準該当児童デイサービスの単位ご と にその提供を行 う 時間帯を通じ

て専ら当該基準該当児童デイサービスの提供に当たる指導員及び保育士の合計数が 、 次のと お り確保されるために必要と認め

られる数とする 。  

一  障害児の数が15人までは 、 ２ 以上 

二  障害児の数が15人を超える と きは 、 ２ に 、 障害児の数が15を超えて ５ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数以上 

２  前項の基準該当児童デイサービスの単位は 、 基準該当児童デイサービスであっ てその提供が同時に一又は複数の障害児に対

し て一体的に行われる ものをい う 。  

（ 管理者 ）  

第71条  基準該当児童デイサービス事業者は 、 基準該当児童デイサービス事業所ご と に専らその職務に従事する管理者を置かな

ければな ら ない 。 ただ し 、 基準該当児童デイサービス事業所の管理上支障がない場合は 、 当該基準該当児童デイサービス事業

所の他の職務に従事し 、 又は同一敷地内にある他の事業所 、 施設等の職務に従事する こ とができ る ものとする 。  

（ 設備及び備品等 ）  

第72条  基準該当児童デイサービス事業所には 、 日常生活訓練及び社会適応訓練を行 う 場所を確保する と と もに 、 基準該当児童

デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければな ら ない 。  

２  前項に掲げる日常生活訓練及び社会適応訓練を行 う 場所には必要な機械器具等を備えなければな ら ない 。  

３  第 １ 項に掲げる設備は 、 専ら当該基準該当児童デイサービスの事業の用に供する ものでなければな ら ない 。 ただ し 、 障害児

に対する基準該当児童デイサービスの提供に支障がない場合は 、 この限り でない 。  

（ 準用 ）  

第73条  第16条から第24条まで 、 第26条 、 第27条 、 第30条第 ２ 項 、 第35条 、 第36条及び第42条から第48条まで並びに第 １ 款及び

前款 （ 第59条第 １ 項及び第69条を除 く 。） の規定は 、 基準該当児童デイサービスの事業について準用する 。  

 

第 ４ 節  短期入所 

第 １ 款  基本方針 

第74条  短期入所に係る指定障害福祉サービス （ 以下 「 指定短期入所 」 と い う 。） の事業は 、 障害者等の身体その他の状況及び

その置かれている環境に応じ て入浴 、 排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行 う ものでなければな ら

ない 。  

 

第 ２ 款  人員に関する基準 

（ 従業者の員数 ）  

第75条  法第 ５ 条第 ８ 項に規定する施設が当該施設と一体的に運営を行 う 次条に規定する指定短期入所事業所 （ 以下 「 併設事業

所 」 と い う 。） を設置する場合において 、 当該施設及び併設事業所に置 く べき従業者の総数は 、 当該施設の入所者数及び併設

事業所の利用者数の総数を当該施設の入所者数とみな し た と きに当該施設と し て必要と される数以上とする 。  

２  法第 ５ 条第 ８ 項に規定する施設であっ て 、 その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用し て指定短期入所の事

業を行 う ものに置 く べき従業者の員数は 、 当該施設の入所者数及び当該指定短期入所の事業の利用者数の総数を当該施設の入

所者とみな し た場合において当該施設と し て必要と される数以上とする 。  

（ 管理者 ）  

第76条  指定短期入所の事業を行 う 者 （ 以下 「 指定短期入所事業者 」 と い う 。） は 、 当該事業を行 う 事業所 （ 以下 「 指定短期入

所事業所 」 と い う 。） ご と に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな ら ない 。 ただ し 、 指定短期入所事業所の

管理上支障がない場合は 、 当該指定短期入所事業所の他の職務に従事し 、 又は同一敷地内にある他の事業所 、 施設等の職務に

従事する こ とができ る ものとする 。  

 

第 ３ 款  設備に関する基準 

（ 設備及び備品等 ）  

第77条  指定短期入所事業所は 、 併設事業所又は法第 ５ 条第 ８ 項に規定する施設の居室であっ てその全部若し く は一部が入所者

に利用されていない居室を用いる ものでなければな ら ない 。 ただ し 、 知的障害者 （ 知的障害者福祉法にい う 知的障害者の う ち

18歳以上である者をい う 。 以下同じ 。） 又は障害児に対し て宿泊を伴わない指定短期入所のみを提供する指定短期入所事業所

にあっ ては 、 居室を用いずに当該指定短期入所を提供する こ とができ る 。  
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２  併設事業所にあっ ては 、 当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第 ５ 条第 ８ 項に規定する施設 （ 以下この

節において 「 併設本体施設 」 と い う 。） の効率的運営が可能であ り 、 かつ 、 当該併設本体施設の入所者の支援に支障がない と

きは 、 当該併設本体施設の設備 （ 居室を除 く 。） を指定短期入所の事業の用に供する こ とができ る ものとする 。  

３  第75条第 ２ 項の適用を受ける施設にあっ ては 、 当該施設と し て必要と される設備を有する こ と で足り る ものとする 。  

 

第 ４ 款  運営に関する基準 

（ 指定短期入所の開始及び終了 ）  

第78条  指定短期入所事業者は 、 介護を行 う 者の疾病その他の理由によ り居宅において介護を受ける こ とが一時的に困難と な っ

た障害者等を対象に 、 指定短期入所を提供する ものとする 。  

２  指定短期入所事業者は 、 指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連

携によ り 、 指定短期入所の提供後において も提供前と同様に支給決定障害者等が継続的に保健医療サービス又は福祉サービス

を利用でき るよ う 必要な援助に努めなければな ら ない 。  

（ 入退所の記録の記載等 ）  

第79条  指定短期入所事業者は 、 入所又は退所に際し ては 、 指定短期入所事業所の名称 、 入所又は退所の年月日その他の必要な

事項 （ 以下この節において 「 受給者証記載事項 」 と い う 。） を 、 支給決定障害者等の受給者証に記載し なければな ら ない 。  

２  指定短期入所事業者は 、 自らの指定短期入所の提供によ り 、 支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の合計が支

給量に達し た場合は 、 当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写し を市町村に提出し なけれ

ばな ら ない 。  

（ 利用者負担額等の受領 ）  

第80条  指定短期入所事業者は 、 指定短期入所を提供し た際は 、 支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の

支払を受ける ものとする 。  

２  指定短期入所事業者は 、 法定代理受領を行わない指定短期入所を提供し た際は 、 支給決定障害者等から法第29条第 ３ 項の規

定によ り算定された介護給付費又は法第30条第 ２ 項の規定によ り算定された特例介護給付費の額に90分の 100 （ 法第31条の規

定が適用される場合にあっ ては 、 100 分の 100 を市町村特例割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額の支払を受ける ものとす

る 。  

３  指定短期入所事業者は 、 前 ２ 項の支払を受ける額のほか 、 指定短期入所において提供される便宜に要する費用の う ち次の各

号に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受ける こ とができ る 。  

一  食事の提供に要する費用 

二  光熱水費 

三  日用品費 

四  その他短期入所において提供される便宜に要する費用の う ち 、 日常生活において も通常必要と なる ものに係る費用であっ

て 、 支給決定障害者等に負担させる こ とが適当と認められる もの 

４  前項第 １ 号及び第 ２ 号に掲げる費用については 、 別に厚生労働大臣が定める と こ ろによる ものとする 。  

５  指定短期入所事業者は 、 第 １ 項から第 ３ 項までの費用の支払を受けた場合は 、 当該費用に係る領収証を当該費用を支払った

支給決定障害者等に対し交付し なければな ら ない 。  

６  指定短期入所事業者は 、 第 ３ 項の費用の額に係るサービスの提供に当た っ ては 、 あらかじめ 、 支給決定障害者等に対し 、 当

該サービスの内容及び費用について説明を行い 、 支給決定障害者等の同意を得なければな ら ない 。  

（ 指定短期入所の取扱方針 ）  

第81条  指定短期入所は 、 障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければな ら ない 。  

２  短期入所従業者 （ 指定短期入所の提供に当たる従業者をい う 。 以下この節において同じ 。） は 、 指定短期入所の提供に当た

っ ては 、 懇切丁寧を旨と し 、 障害者等又はその介護を行 う 者に対し 、 サービスの提供方法等について 、 理解しやすいよ う に説

明を行わなければな ら ない 。  

３  指定短期入所事業者は 、 その提供する指定短期入所の質の評価を行い 、 常にその改善を図ら なければな ら ない 。  

（ サービスの提供 ）  

第82条  指定短期入所の提供に当た っ ては 、 障害者等の心身の状況に応じ 、 障害者等の自立の支援と日常生活の充実に資する よ

う 、 適切な技術を も っ て行わなければな ら ない 。  

２  指定短期入所事業者は 、 適切な方法によ り 、 障害者等を入浴させ 、 又は清し き し なければな ら ない 。  

３  指定短期入所事業者は 、 その障害者等に対し て 、 支給決定障害者等の負担によ り 、 当該指定短期入所事業所の従業者以外の

者による保護を受け させてはな ら ない 。  

４  指定短期入所事業者は 、 支給決定障害者等の依頼を受けて 、 障害者等に対し て食事の提供を行わなければな ら ない 。  

５  障害者等の食事は 、 栄養並びに障害者等の身体の状況及び嗜好を考慮し た ものとする と と もに 、 適切な時間に行わなければ

な ら ない 。  

（ 健康管理 ）  

第83条  指定短期入所事業者は 、 常に障害者等の健康の状況に注意する と と もに 、 健康保持のための適切な措置を と ら なければ

な ら ない 。  

（ 相談及び援助 ）  

第84条  指定短期入所事業者は 、 常に障害者等の心身の状況 、 その置かれている環境等の的確な把握に努め 、 障害者等又はその

家族に対し 、 その相談に適切に応じ る と と もに 、 必要な助言その他の援助を行わなければな ら ない 。  

（ 障害者等の家族との連携 ）  

第85条  指定短期入所事業者は 、 常に障害者等の家族との連携を図るよ う 努めなければな ら ない 。  
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（ 緊急時等の対応 ）  

第86条  短期入所従業者等は 、 現に指定短期入所の提供を行っ ている と きに障害者等に病状の急変が生じ た場合その他必要な場

合は 、 速やかにあらかじめ指定短期入所事業者が定めた協力医療機関への連絡を行 う 等の必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

（ 運営規程 ）  

第87条  指定短期入所事業者は 、 次の各号 （ 第75条第 ２ 項の適用を受ける施設にあっ ては 、 第 ３ 号を除 く 。） に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければな ら ない 。  

一  事業の目的及び運営の方針 

二  従業者の職種 、 員数及び職務の内容 

三  利用定員 

四  指定短期入所の内容及び支給決定障害者等から受領する費用の額 

五  通常の送迎の実施地域 

六  サービス利用に当た っ ての留意事項 

七  緊急時等における対応方法 

八  非常災害対策 

九  事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

十  虐待の防止のための措置に関する事項 

十一  その他運営に関する重要事項 

（ 定員の遵守 ）  

第88条  指定短期入所事業者は 、 次の各号に掲げる障害者等の数以上の障害者等に対し て同時に指定短期入所を行っ てはな ら な

い 。 ただ し 、 災害その他のやむを得ない事情がある場合は 、 この限り でない 。  

一  併設事業所にあっ ては 、 利用定員及び居室の定員を超える こ と と なる障害者等の数 

二  第75条第 ２ 項の適用を受ける施設である指定短期入所事業所にあっ ては 、 当該施設の入所定員及び居室の定員を超える こ

と と なる障害者等の数 

（ 地域等との連携 ）  

第89条  指定短期入所の事業の運営に当た っ ては 、 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行 う 等の地域との交流

に努めなければな ら ない 。  

（ 準用 ）  

第90条  第16条 、 第18条から第24条まで 、 第26条 、 第27条 、 第30条 、 第35条 、 第42条から第48条まで 、 第63条 、 第65条 、 第67条

及び第68条の規定は 、 指定短期入所の事業について準用する 。  

 

第 ５ 節  障害者デイサービス 

第 １ 款  基本方針 

第91条  障害者デイサービスに係る指定障害福祉サービス （ 以下 「 指定障害者デイサービス 」 と い う 。） の事業は 、 障害者の自

立の促進 、 生活の質の向上等を図る こ とができ るよ う 、 当該障害者又はその介護を行 う 者の身体その他の状況及びその置かれ

ている環境に応じ て入浴 、 食事の提供 、 創作的活動 、 機能訓練 、 介護方法の指導 、 社会適応訓練 、 更生相談 、 レ ク リ エーシ ョ

ン等を適切かつ効果的に行 う ものでなければな ら ない 。  

 

第 ２ 款  人員に関する基準 

（ 従業者の員数 ）  

第92条  指定障害者デイサービスの事業を行 う 者 （ 以下 「 指定障害者デイサービス事業者 」 と い う 。） が当該事業を行 う 事業所

（ 以下 「 指定障害者デイサービス事業所 」 と い う 。） ご と に置 く べき従業者の員数は 、 次のと お り とする 。  

一  指導員  指定障害者デイサービスの単位ご と に 、 その提供を行 う 時間帯を通じ て専ら当該指定障害者デイサービスの提供

に当たる指導員が一以上確保されるために必要と認められる数 

二  介護職員  指定障害者デイサービスの単位ご と に 、 その提供を行 う 時間帯を通じ て専ら当該指定障害者デイサービスの提

供に当た り必要と認められる数 

２  前項に掲げる指定障害者デイサービス事業所ご と に置 く べき指導員及び介護職員の総数は 、 指定障害者デイサービスの単位

ご と にその提供を行 う 時間帯を通じ て専ら当該指定障害者デイサービスの提供に当たる指導員及び介護職員の合計数が 、 次の

と お り確保されるために必要と認められる数と する 。  

一  障害者の数が15人までは 、 ２ 以上 

二  障害者の数が15人を超える と きは 、 ２ に 、 障害者の数が15を超えて ５ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数以上 

３  前 ２ 項の指定障害者デイサービスの単位は 、 指定障害者デイサービスであっ てその提供が同時に一又は複数の障害者に対し

て一体的に行われる ものをい う ものとする 。  

４  第 １ 項の指導員又は介護職員の う ち 、 １ 人以上は 、 常勤でなければな ら ない 。  

（ 管理者 ）  

第93条  指定障害者デイサービス事業者は 、 指定障害者デイサービス事業所ご と に専らその職務に従事する常勤の管理者を置か

なければな ら ない 。 ただ し 、 指定障害者デイサービス事業所の管理上支障がない場合は 、 当該指定障害者デイサービス事業所

の他の職務に従事し 、 又は同一敷地内にある他の事業所 、 施設等の職務に従事する こ とができ る ものとする 。  

 

第 ３ 款  設備に関する基準 

（ 設備及び備品等 ）  

第94条  指定障害者デイサービス事業所は 、 相談室 、 日常生活訓練室 、 社会適応訓練室及び作業室を有するほか 、 指定障害者デ

イサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければな ら ない 。  
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２  指定障害者デイサービス事業者の う ち 、 給食サービスを実施する ものにあっ ては 、 前項に掲げる設備のほか 、 食堂を備えな

ければな ら ない 。  

３  指定障害者デイサービス事業者の う ち 、 入浴サービスを実施する ものにあっ ては 、 第 １ 項に掲げる設備のほか 、 浴室を備え

なければな ら ない 。  

４  前 ３ 項に掲げる設備の基準は 、 次のと お り とする 。  

一  相談室  室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設ける こ と 。  

二  日常生活訓練室  訓練に必要な機械器具等を備える こ と 。  

三  社会適応訓練室  訓練に必要な備品等を備える こ と 。  

四  作業室  作業に必要な機械器具等を備える こ と 。  

五  食堂  食事の提供に支障がない広さ を有する こ と 。  

六  浴室  障害者の特性に応じ た ものである こ と 。  

５  第 １ 項から第 ３ 項までに掲げる設備は 、 専ら当該指定障害者デイサービスの事業の用に供する ものでなければな ら ない 。 た

だ し 、 障害者に対する指定障害者デイサービスの提供に支障がない場合は 、 この限り でない 。  

 

第 ４ 款  運営に関する基準 

（ 利用者負担額等の受領 ）  

第95条  指定障害者デイサービス事業者は 、 指定障害者デイサービスを提供し た際は 、 支給決定障害者 （ 法第19条第 １ 項に規定

する支給決定を受けた障害者をい う 。 以下同じ 。） から当該指定障害者デイサービスに係る利用者負担額の支払を受ける もの

とする 。  

２  指定障害者デイサービス事業者は 、 法定代理受領を行わない指定障害者デイサービスを提供し た際は 、 支給決定障害者から

法第29条第 ３ 項の規定によ り算定された介護給付費又は法第30条第 ２ 項の規定によ り算定された特例介護給付費の額に90分の

100 （ 法第31条の規定が適用される場合にあっ ては 、 100 分の 100 を市町村特例割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額の支

払を受ける ものとする 。  

３  指定障害者デイサービス事業者は 、 前 ２ 項の支払を受ける額のほか 、 指定障害者デイサービスにおいて提供される便宜に要

する費用の う ち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受ける こ とができ る 。  

一  食事の提供に要する費用 

二  光熱水費 （ 入浴に係る ものに限る 。）  

三  創作的活動に係る材料費 

四  その他障害者デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用の う ち 、 日常生活において も通常必要と なる ものに係る

費用であっ て 、 支給決定障害者等に負担させる こ とが適当と認められる もの 

４  前項第 １ 号及び第 ２ 号に掲げる費用については 、 別に厚生労働大臣が定める と こ ろによる ものとする 。  

５  指定障害者デイサービス事業者は 、 第 １ 項から第 ３ 項までの費用の支払を受けた場合は 、 当該費用に係る領収証を当該費用

を支払った支給決定障害者に対し交付し なければな ら ない 。  

６  指定障害者デイサービス事業者は 、 第 ３ 項の費用の額に係るサービスの提供に当た っ ては 、 あらかじめ 、 支給決定障害者に

対し 、 当該サービスの内容及び費用について説明を行い 、 支給決定障害者の同意を得なければな ら ない 。  

（ 指定障害者デイサービスの基本取扱方針 ）  

第96条  指定障害者デイサービス事業所の従業者が行 う 指定障害者デイサービスは 、 障害者の自立の促進 、 生活の質の向上 、 身

体の機能の維持向上等を図る こ とができ るよ う 、 適切に行わなければな ら ない 。  

２  指定障害者デイサービス事業者は 、 その提供する指定障害者デイサービスの質の評価を行い 、 常にその改善を図ら なければ

な ら ない 。  

（ 指定障害者デイサービスの具体的取扱方針 ）  

第97条  指定障害者デイサービスの方針は 、 次の各号に掲げる と こ ろによる ものとする 。  

一  指定障害者デイサービスの提供に当た っ ては 、 次条第 １ 項に規定する障害者デイサービス計画に基づき 、 障害者の入浴 、

食事の提供 、 創作的活動 、 機能訓練 、 介護方法の指導 、 社会適応訓練 、 更生相談及びレ ク リ エーシ ョ ン等を 、 当該障害者又

はその介護を行 う 者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ て適切に行 う 。  

二  従業者は 、 指定障害者デイサービスの提供に当た っ ては 、 懇切丁寧に行 う こ と を旨と し 、 障害者又はその介護を行 う 者に

対し 、 サービスの提供方法等について 、 理解しやすいよ う に説明を行 う 。  

三  指定障害者デイサービスの提供に当た っ ては 、 介護技術の進歩に対応し 、 適切な介護技術を も っ てサービスの提供を行 う 。  

四  常に障害者の心身の状況を的確に把握する と と もに 、 必要に応じ 、 当該障害者の心身の特性に対応し た指定障害者デイ 

サービスの提供ができ る体制を整える 。  

（ 障害者デイサービス計画の作成 ）  

第98条  指定障害者デイサービス事業所の管理者は 、 障害者の心身の状況 、 希望及びその置かれている環境を踏まえて 、 機能訓

練等の目標 、 当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載し た障害者デイサービス計画を作成し なければな ら

ない 。  

２  指定障害者デイサービス事業所の管理者は 、 それぞれの障害者に応じ た障害者デイサービス計画を作成し 、 障害者及びその

同居の家族に対し 、 その内容等について説明し なければな ら ない 。  

３  従業者は 、 それぞれの障害者について 、 障害者デイサービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を

行 う ものとする 。  

（ 運営規程 ）  

第99条  指定障害者デイサービス事業者は 、 指定障害者デイサービス事業所ご と に 、 次の各号に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程を定めておかなければな ら ない 。  

一  事業の目的及び運営の方針 
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二  従業者の職種 、 員数及び職務の内容 

三  営業日及び営業時間 

四  指定障害者デイサービスの利用定員 

五  指定障害者デイサービスの内容及び支給決定障害者から受領する費用の額 

六  通常の事業の実施地域 

七  サービス利用に当た っ ての留意事項 

八  緊急時等における対応方法 

九  非常災害対策 

十  事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

十一  虐待の防止のための措置に関する事項 

十二  その他運営に関する重要事項 

（ 準用 ）  

第 100 条  第16条から第24条まで 、 第26条 、 第27条 、 第29条 、 第30条 、 第35条 、 第36条 、 第42条から第48条まで 、 第63条及び第

65条から第68条までの規定は 、 指定障害者デイサービスの事業について準用する 。  

 

第 ５ 款  基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（ 従業者の員数 ）  

第 101 条  障害者デイサービスに係る基準該当障害福祉サービス （ 以下 「 基準該当障害者デイサービス 」 と い う 。） の事業を行

う 者 （ 以下 「 基準該当障害者デイサービス事業者 」 と い う 。） が当該事業を行 う 事業所 （ 以下 「 基準該当障害者デイサービス

事業所 」 と い う 。） ご と に置 く べき従業者の員数は 、 基準該当障害者デイサービスの単位ご と に 、 次のと お り とする 。  

一  指導員  基準該当障害者デイサービスの単位ご と に 、 その提供を行 う 時間帯を通じ て専ら当該基準該当障害者デイサービ

スの提供に当たる指導員が一以上確保されるために必要と認められる数 

二  介護職員  基準該当障害者デイサービスの単位ご と に 、 その提供を行 う 時間帯を通じ て専ら当該基準該当障害者デイサー

ビスの提供に当た り必要と認められる数 

２  前項に掲げる基準該当障害者デイサービス事業所ご と に置 く べき指導員及び介護職員の総数は 、 基準該当障害者デイサービ

スの単位ご と にその提供を行 う 時間帯を通じ て専ら当該基準該当障害者デイサービスの提供に当たる指導員及び介護職員の合

計数が 、 次のと お り確保されるために必要と認められる数とする 。  

一  障害者の数が15人までは 、 ２ 以上 

二  障害者の数が15人を超える と きは 、 ２ に 、 障害者の数が15を超えて ５ 又はその端数を増すご と に １ を加えて得た数以上 

３  前 ２ 項の基準該当障害者デイサービスの単位は 、 基準該当障害者デイサービスであっ てその提供が同時に一又は複数の障害

者に対し て一体的に行われる ものをい う 。  

（ 管理者 ）  

第 102 条  基準該当障害者デイサービス事業者は 、 基準該当障害者デイサービス事業所ご と に専らその職務に従事する管理者を

置かなければな ら ない 。 ただ し 、 基準該当障害者デイサービス事業所の管理上支障がない場合は 、 当該基準該当障害者デイ 

サービス事業所の他の職務に従事し 、 又は同一敷地内にある他の事業所 、 施設等の職務に従事する こ とができ る ものとする 。  

（ 設備及び備品等 ）  

第 103 条  基準該当障害者デイサービス事業所には 、 相談を行 う 場所 、 日常生活訓練を行 う 場所 、 社会適応訓練を行 う 場所及び

作業を行 う 場所を確保する と と もに 、 基準該当障害者デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければな

ら ない 。  

２  基準該当障害者デイサービス事業者の う ち 、 給食サービスを実施する ものにあっ ては 、 前項に掲げる場所のほか 、 食事を行

う 場所を確保し なければな ら ない 。  

３  基準該当障害者デイサービス事業者の う ち 、 入浴サービスを実施する ものにあっ ては 、 第 １ 項に掲げる設備のほか 、 浴室を

備えなければな ら ない 。  

４  前 ３ 項に掲げる設備の基準は 、 次のと お り とする 。  

一  相談を行 う 場所  談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設ける こ と 。  

二  日常生活訓練を行 う 場所  訓練に必要な機械器具等を備える こ と 。  

三  社会適応訓練を行 う 場所  訓練に必要な備品等を備える こ と 。  

四  作業を行 う 場所  作業に必要な機械器具等を備える こ と 。  

五  食事を行 う 場所  障害者の食事の提供に支障がない広さ を有する こ と 。  

六  浴室  障害者の特性に応じ た ものである こ と 。  

５  第 １ 項から第 ３ 項までに掲げる設備は 、 専ら当該基準該当障害者デイサービスの事業の用に供する ものでなければな ら ない 。

ただ し 、 障害者に対する基準該当障害者デイサービスの提供に支障がない場合は 、 この限り でない 。  

（ 準用 ）  

第 104 条  第16条から第24条まで 、 第26条 、 第27条 、 第30条第 ２ 項 、 第35条 、 第36条及び第42条から第48条まで 、 第63条 、 第65

条から第68条まで並びに第 １ 款及び前款 （ 第95条第 １ 項及び第 100 条を除 く 。） の規定は 、 基準該当障害者デイサービスの事

業について準用する 。  

（ 指定通所介護事業者等の特例 ）  

第 105 条  次の各号に掲げる要件を満た し た指定通所介護事業者 （ 指定居宅サービス等の事業の人員 、 設備及び運営に関する基

準 （ 平成11年厚生省令第37号 。 以下この条において 「 指定居宅サービス等基準 」 と い う 。） 第93条第 １ 項に規定する指定通所

介護事業者をい う 。） が地域において障害者デイサービスが提供されていないこ と等によ り障害者デイサービスを受ける こ と
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が困難な身体障害者 （ 身体障害者福祉法第 ４ 条に規定する身体障害者をい う 。 以下この条において同じ 。） に対し て指定通所

介護 （ 指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をい う 。 以下この条において同じ 。） を行 う 場合には 、 当該指

定通所介護を障害者デイサービス と 、 当該指定通所介護を行 う 指定通所介護事業所 （ 指定居宅サービス等基準第93条第 １ 項に

規定する指定通所介護事業所をい う 。） を基準該当障害者デイサービス事業所とみなす 。 この場合において この款の規定 （ 前

条 （ 第95条第 ２ 項から第 ６ 項までの規定を準用する部分に限る 。） を除 く 。） は 、 当該指定通所介護事業者については適用し

ない 。  

一  当該指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室 （ 指定居宅サービス等基準第95条第 ２ 項第 １ 号に規定する食堂及び機能訓

練室をい う 。） の面積を 、 指定通所介護の利用者数と この条の規定に基づき障害者デイサービス とみな される指定通所介護

を受ける身体障害者の数の合計数で除し て得た面積が ３ 平方 メ ー ト ル以上である こ と 。  

二  当該指定通所介護事業所の従業者の員数が 、 当該指定通所介護事業所が提供する指定通所介護の利用者数を指定通所介護

の利用者及びこの条の規定によ り障害者デイサービス とみな される指定通所介護を受ける身体障害者の数の合計数である と

し た場合における指定居宅サービス等基準第93条に規定する基準を満た し ている こ と 。  

三  この条の規定に基づき障害者デイサービス とみな される指定通所介護を受ける身体障害者に対し て適切なサービスを提供

するため 、 身体障害者更生施設 （ 身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設をい う 。） その他の関係施設から

必要な技術的支援を受けている こ と 。  

 

第 ６ 節  共同生活援助 

第 １ 款  基本方針  

第 106 条  共同生活援助に係る指定障害福祉サービス （ 以下 「 指定共同生活援助 」 と い う 。） の事業は 、 障害者が自立を目指し 、

地域において共同し て自立し た日常生活又は社会生活を営むこ とができ るよ う 、 当該障害者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じ て共同生活住居 （ 法第 ５ 条第16項に規定する共同生活を営むべき住居をい う 。 以下同じ 。） において

相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行 う ものでなければな ら ない 。  

 

第 ２ 款  人員に関する基準 

（ 従業者の員数 ）  

第 107 条  指定共同生活援助の事業を行 う 者 （ 以下 「 指定共同生活援助事業者 」 と い う 。） が当該事業を行 う 事業所 （ 以下 「 指

定共同生活援助事業所 」 と い う 。） ご と に置 く べき世話人の員数は 、 専ら当該指定共同生活援助の提供に当たる世話人が一以

上確保されるために必要と認められる数以上とする 。  

（ 管理者 ）  

第 108 条  指定共同生活援助事業者は 、 指定共同生活援助事業所ご と に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな

ら ない 。 ただ し 、 指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は 、 当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事し 、 又

は他の事業所 、 施設等の職務に従事する こ とができ る ものとする 。  

２  指定共同生活援助事業所の管理者は 、 適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければ

な ら ない 。  

 

第 ３ 款  設備に関する基準 

（ 設備に関する基準 ）  

第 109 条  指定共同生活援助事業所は 、 その入居定員を ４ 人以上16人以下とする 。 ただ し 、 知的障害者が入居する場合には 、 そ

の入居定員を ４ 人以上 ７ 人以下とする 。  

２  指定共同生活援助事業所は 、 居室その他障害者が相互に交流を図る こ とができ る設備を設ける ものとする 。  

３  前項に規定する居室は 、 原則と し て個室と し 、 指定共同生活援助の提供に支障がない広さ を有する ものでなければな ら ない 。  

 

第 ４ 款  運営に関する基準 

（ 入退居 ）  

第 110 条  指定共同生活援助は 、 共同生活住居への入居を必要とする障害者 （ 入院治療を要する者を除 く 。） に提供する ものと

する 。  

２  指定共同生活援助事業者は 、 利用申込者の入居に際し ては 、 その者の心身の状況 、 生活歴 、 病歴等の把握に努めなければな

ら ない 。  

３  指定共同生活援助事業者は 、 障害者の退居の際は 、 障害者の希望を踏まえた上で 、 退居後の生活環境や援助の継続性に配慮

し 、 退居に必要な援助を行わなければな ら ない 。  

４  指定共同生活援助事業者は 、 障害者の退居に際し ては 、 障害者に対し 、 適切な援助を行 う と と もに 、 保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな ら ない 。  

（ 入退居の記録の記載等 ）  

第 111 条  指定共同生活援助事業者は 、 入居又は退居に際し ては 、 当該指定共同生活援助事業者の名称 、 入居又は退居の年月日

その他の必要な事項 （ 以下 「 受給者証記載事項 」 と い う 。） を 、 障害者の受給者証に記載し なければな ら ない 。  

２  指定共同生活援助事業者は 、 前項に規定する受給者証記載事項を遅滞な く 市町村に対し報告し なければな ら ない 。  

３  指定共同生活援助事業者は 、 入居者数の変動が見込まれる場合においては 、 速やかに都道府県に報告し なければな ら ない 。  

（ 利用者負担額等の受領 ）  

第 112 条  指定共同生活援助事業者は 、 指定共同生活援助を提供し た際は 、 支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利

用者負担額の支払を受ける ものとする 。  



 16

２  指定共同生活援助事業者は 、 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供し た際は 、 支給決定障害者から法第29条第 ３

項の規定によ り算定された訓練等給付費又は法第30条第 ２ 項の規定によ り算定された特例訓練等給付費の額に90分の 100 （ 法

第31条の規定が適用される場合にあっ ては 、 100 分の 100 を市町村特例割合で除し て得た割合 ） を乗じ て得た額の支払を受け

る ものとする 。  

３  指定共同生活援助事業者は 、 前 ２ 項の支払を受ける額のほか 、 指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用の う

ち 、 食材料費 、 家賃 、 光熱水費 、 日用品費その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用の う ち 、 日常生活におい

て も通常必要と なる ものに係る費用であっ て 、 支給決定障害者に負担させる こ とが適当と認められる ものの支払を受ける こ と

ができ る 。  

４  指定共同生活援助事業者は 、 前 ３ 項の費用の額の支払を受けた場合は 、 当該費用に係る領収証を支給決定障害者に対し交付

し なければな ら ない 。  

５  指定共同生活援助事業者は 、 第 ３ 項の費用の額に係るサービスの提供に当た っ ては 、 あらかじめ 、 支給決定障害者に対し 、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い 、 支給決定障害者の同意を得なければな ら ない 。  

（ 利用者負担額等に係る管理 ）  

第 113 条  指定共同生活援助事業者は 、 支給決定障害者が同一の月に指定障害福祉サービス 、 身体障害者福祉法による指定施設

支援又は知的障害者福祉法によ る指定施設支援を受けた と きは 、 利用者負担額等合計額を算定し なければな ら ない 。 この場合

において 、 利用者負担額等合計額が負担上限月額又は高額障害福祉サービス費算定基準額を超える と きは 、 指定共同生活援助

事業者は 、 当該指定障害福祉サービス 、 身体障害者福祉法によ る指定施設支援及び知的障害者福祉法による指定施設支援の状

況を確認の上 、 利用者負担額等合計額を市町村に報告する と と もに 、 支給決定障害者に通知し なければな ら ない 。  

（ 指定共同生活援助の基本取扱方針 ）  

第 114 条  指定共同生活援助は 、 障害者が地域において日常生活を営むこ とができ るよ う 、 当該障害者の身体及び精神の状況並

びにその置かれている環境に応じ適切に提供されなければな ら ない 。  

２  指定共同生活援助事業者は 、 その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い 、 常にその改善を図ら なければな ら ない 。  

（ 指定共同生活援助の具体的取扱方針 ）  

第 115 条  指定共同生活援助事業所の従業者が行 う 指定共同生活援助の方針は 、 次の各号に掲げる と こ ろによ る ものとする 。  

一  指定共同生活援助の提供に当た っ ては 、 懇切丁寧を旨と し 、 障害者に対し 、 サービスの提供方法等について 、 理解しやす

いよ う に説明を行 う 。  

二  常に障害者の心身の状況 、 その置かれている環境等の的確な把握に努め 、 障害者に対し 、 適切な相談及び助言を行 う 。  

（ 社会生活上の便宜の供与 ）  

第 116 条  指定共同生活援助事業者は 、 障害者について 、 職場 、 知的障害者授産施設 （ 知的障害者福祉法第21条の ７ に規定する

知的障害者授産施設をい う 。） 等との連絡及び調整並びに余暇活動の支援等に努めなければな ら ない 。  

２  指定共同生活援助事業者は 、 障害者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について 、 その者又はその家族が

行 う こ とが困難である場合は 、 その者の同意を得て代わっ て行わなければな ら ない 。  

３  指定共同生活援助事業者は 、 常に障害者の家族との連携を図る と と もに障害者と その家族との交流等の機会を確保するよ う

努めなければな ら ない 。  

（ 運営規程 ）  

第 117 条  指定共同生活援助事業者は 、 指定共同生活援助事業所ご と に 、 次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関

する運営規程を定めておかなければな ら ない 。  

一  事業の目的及び運営の方針 

二  従業者の職種 、 員数及び職務の内容 

三  入居定員 

四  指定共同生活援助の内容及び支給決定障害者から受領する費用の額 

五  入居に当た っ ての留意事項 

六  非常災害対策 

七  事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

八  虐待の防止のための措置に関する事項 

九  その他運営に関する重要事項 

（ 勤務体制の確保等 ）  

第 118 条  指定共同生活援助事業者は 、 障害者に対し適切な指定共同生活援助を提供でき るよ う 、 指定共同生活援助事業所ご と

に 、 従業者の勤務の体制を定めておかなければな ら ない 。  

２  指定共同生活援助事業者は 、 従業者の資質の向上のために 、 その研修の機会を確保し なければな ら ない 。  

（ 支援体制の確保 ）  

第 119 条  指定共同生活援助事業所は 、 障害者の身体及び精神の状況に応じ た必要な支援を行 う こ とができ る よ う 、 知的障害者

援護施設 （ 知的障害者福祉法第 ５ 条第 １ 項に規定する知的障害者援護施設をい う 。） 等との連携その他の適切な支援体制を確

保し なければな ら ない 。  

（ 定員の遵守 ）  

第 120 条  指定共同生活援助事業者は 、 入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはな ら ない 。 ただ し 、 災害その他のやむを

得ない事情がある場合はこの限り でない 。  

（ 準用 ）  

第 121 条  第16条 、 第18条 、 第19条 、 第21条から第24条まで 、 第26条 、 第27条 、 第30条 、 第35条 、 第42条から第48条まで 、 第63

条 、 第67条 、 第68条 、 第86条及び第89条の規定は 、 指定共同生活援助の事業について準用する 。  
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第 ５ 款  基準該当福祉サービスに関する基準 

（ 準用 ）  

第 122 条  第16条 、 第18条 、 第19条 、 第21条から第24条まで 、 第26条 、 第27条 、 第30条第 ２ 項 、 第35条 、 第42条から第48条まで 、

第63条 、 第67条 、 第68条 、 第86条及び第89条並びに第 １ 款から前款まで （ 第 112 条第 １ 項 、 第 113 条及び前条を除 く 。） の規

定は 、 共同生活援助に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する 。  

 

第 ４ 章  雑  則 

（ 大都市の特例 ）  

第 123 条  令第51条第 １ 項の規定に基づき 、 地方自治法 （ 昭和22年法律第67号 ） 第 252 条の19第 １ 項の指定都市 （ 以下 「 指定都

市 」 と い う 。） が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては 、 次の表の上欄に掲げる この省令の規定中の字句

で 、 同表中欄に掲げる ものは 、 それぞれ同表下欄の字句と読み替える ものとする 。  

第 ２ 条  

第 ３ 条  

第 ４ 条  

第 ５ 条  

第 ６ 条  

第 ８ 条第 １ 項及び第 ３ 項 

都道府県知事 指定都市の市長 

第45条第 ３ 項 都道府県知事又は市町村長 指定都市の市長 

第 111 条第 ３ 項 都道府県 指定都市 

（ 中核市の特例 ）  

第 124 条  令第51条第 ２ 項の規定によ り 、 地方自治法第 252 条の22第 １ 項の中核市 （ 以下 「 中核市 」 と い う 。） が障害者の自立

支援に関する事務を処理する場合においては 、 次の表の上欄に掲げる この省令の規定中の字句で 、 同表中欄に掲げる ものは 、

それぞれ同表下欄の字句と読み替える ものとする 。  

第 ２ 条  

第 ３ 条  

第 ４ 条  

第 ５ 条  

第 ６ 条  

第 ８ 条第 １ 項及び第 ３ 項 

都道府県知事 中核市の市長 

第45条第 ３ 項 都道府県知事又は市町村長 中核市の市長 

第 111 条第 ３ 項 都道府県 中核市 

 

附  則 

（ 施行期日 ）  

第 １ 条  この省令は 、 平成18年 ４ 月 １ 日から施行する 。  

（ 指定障害福祉サービス事業者に係る経過措置 ）  

第 ２ 条  法附則第10条第 １ 項に規定する厚生労働省令で定める者は 、 次の各号に掲げる者とする 。  

一  法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 （ 以下 「 旧精神保健福祉法 」 と い う 。） 第

50条の ３ 第 １ 項の規定に基づき 、 精神障害者居宅生活支援事業 （ 精神障害者居宅介護等事業 （ 旧精神保健福祉法第50条の ３

の ２ 第 ２ 項に規定する精神障害者居宅介護等事業をいい 、 外出介護に該当する ものを除 く 。） に係る ものに限る 。 次号にお

いて同じ 。） を行っ ている市町村 （ 旧精神保健福祉法第51条の規定に基づ く 補助が行われた ものに限る 。）  

二  旧精神保健福祉法第50条の ３ 第 １ 項の規定に基づき 、 精神障害者居宅生活支援事業を行っ ている者 （ 旧精神保健福祉法第

51条の規定に基づ く 補助が行われた者に限る 。）  

２  法附則第10条第 ４ 項に規定する厚生労働省令で定める者は 、 次の各号に掲げる者とする 。  

一  旧精神保健福祉法第50条の ３ 第 １ 項の規定に基づき 、 精神障害者居宅生活支援事業 （ 精神障害者短期入所事業 （ 旧精神保

健福祉法第50条の ３ の ２ 第 ３ 項に規定する精神障害者短期入所事業をい う 。） に係る ものに限る 。 次号において同じ 。） を

行っ ている市町村 （ 旧精神保健福祉法第51条の規定による補助が行われた ものに限る 。）  

二  精神障害者居宅生活支援事業を行っ ている者 （ 旧精神保健福祉法第51条の規定に基づ く 補助が行われた者に限る 。）  

３  法附則第10条第 ５ 項に規定する厚生労働省令で定める者は 、 次の各号に掲げる者とする 。  

一  旧精神保健福祉法第50条の ３ 第 １ 項の規定に基づき 、 精神障害者居宅生活支援事業 （ 精神障害者地域生活援助事業 （ 旧精

神保健福祉法第50条の ３ の ２ 第 ４ 項に規定する精神障害者地域生活援助事業をい う 。） に係る ものに限る 。 次号において同

じ 。） を行っ ている市町村 （ 旧精神保健福祉法第51条の規定による補助が行われた ものに限る 。）  

二  精神障害者居宅生活支援事業を行っ ている者 （ 旧精神保健福祉法第51条の規定に基づ く 補助が行われた者に限る 。）  

４  法附則第11条第 １ 項に規定する厚生労働省令で定める者は 、 次の各号に掲げる者を とする 。  

一  旧精神保健福祉法第50条の ３ 第 １ 項の規定に基づき 、 精神障害者居宅生活支援事業 （ 精神障害者居宅介護等事業 （ 旧精神

保健福祉法第50条の ３ の ２ 第 ２ 項に規定する精神障害者居宅介護等事業をいい 、 法附則第 ８ 条第 １ 項第 ５ 号に規定する外出

介護に該当する ものに限る 。） に係る ものに限る 。 次号において同じ 。） を行っ ている市町村 （ 旧精神保健福祉法第51条の

規定による補助が行われた ものに限る 。）  

二  精神障害者居宅生活支援事業に要する費用の一部を補助されている者 （ 旧精神保健福祉法第51条の規定に基づ く 補助が行

われた者に限る 。）  
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５  法附則第10条第 ６ 項に規定する厚生労働省令で定める期間は 、 法の施行の日から平成18年 ９ 月30日までの期間とする 。  


